
議案第 ５７ 号 

 

新潟市と燕市の境界変更の申請について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第１項の規定により、新潟

市と燕市との境界を別紙のとおり変更することを新潟県知事に申請するもの

とする。 

 

              令和 元 年 ９ 月１０日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    
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別紙 

 

新潟市に編入する区域 

 

 燕市大船渡字筒作３９９の一部、４００の１の一部、４０１の１の一部、

４０２から４０８までの各一部、４１１から４１５までの各一部、４１６か

ら４２０まで、４２３から４２５まで、４４１から４４３まで、４５１から

４５３まで、４５６、４５７の１、４５７の２、４５８の１、４５８の２、

４６０の１、４６１の１、４６４、４６５の一部、４７０から４８１まで、

小中川字前田１５００から１５０４まで、１５０５の一部、１５４８の一部、

１５４９から１５５５まで、１５５６の１の一部、１５５９の１の一部、１

５６０の１の一部、１５６３の１の一部、１５６４の１の一部、１５６６の

２の一部、１５６７の２の一部、１５９８の２、１５９９の２、１６００の

２、１６００の５、１６０１の２、１６０１の５、１６０２の１、１６０２

の４、１６０３の１、１６０３の４、１６０４の１、１６０４の４、１６０

５の１、１６０５の３、１６０６の１、１６０６の３、１６０７の１、１６

０７の３、１６０８の１、１６０８の３、１６０９の１、１６０９の４、１

６０９の９、１６１０の２、１６１０の５、１６１１の２、１６１１の５、

１６１２の２、１６１２の５及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路で

ある公有地の全部並びに小古津新字江東１１５０の１、１１５１の１、１２

０２、１２０３の地先の水路である公有地の全部、小中川字前田３４３７か

ら３４４４まで、３４４５の１、３４４５の２、３４４５の４、３４４６か

ら３４５０まで、３４５１の１、３４５２の１、３４５３の１、３４５４の

１、３４５５の１の地先の水路である公有地の全部、大船渡字谷地１３８５

の１、１３８５の２、１３８６から１３８８まで、１３８９の１、１３８９

の２の地先の道路、水路である公有地の一部  
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燕市に編入する区域  

 

 新潟市西蒲区中之口１３の２、１４、１５の２、１７の２、１７の４、１

７の５、５５の１、上小吉２０００、２００１の１、２００１の３から２０

０１の５まで、２００２の１から２００２の３まで、２００３の１から２０

０３の４まで、２００４の１、２００４の３、２００４の４、２００５、２

００７、２００８、２００９の１、２０１０の１の一部、２０８７の２、２

０９３の１、２０９４の１、２０９４の２、２０９５の１、２０９６の１、

２０９７の１、２０９８の１、２０９９の１、２１００から２１０４まで、

２１０６から２１０９まで、真木字西２９２９から２９３１まで、２９７２、

２９７３、２９７４の一部、２９７５の一部、２９７６の１、２９７７、２

９７８、３０６３から３０８５まで、３２２３、３２２４、３２２６、３２

３５、３２５０、３２５１、３２５３から３２５６まで、３２５７の一部、

３２５９から３２６１まで、３２６３から３２６６まで、３２６７の一部、

３２６８の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の

一部並びに字東の２から４まで、１５の１、１６の１、１７の１、１８の１、

１９の１、２０、２１の１、２１の２、２２、２３の１、２４、２５、２６

の１、２７の１、２８の１、２９から３１までの地先の道路である公有地の

全部、字西の２９２１の２、２９２２の２、２９２３の２、２９２４の２、

２９３３の２、２９３４の２、２９３５の２の地先の道路である公有地の一

部 
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市 の 境 界 変 更 全 体 図 
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